
【市民による事業評価　第2回準備会資料】正誤表

訂正箇所 誤 正

19ページ
表「他の中小企業支援事業」の4
段目

28ページ
「事業目的」の上から1行目

「東村山市内の居住する高齢者等の・・・」 「東村山市内に居住する高齢者等の・・・」

32ページ
「事業目的」の上から2行目

「・・・クラブ活動に要する経費、老人連合会が実施する事業
に要する経費の一部負担する・・・」

「・・・クラブ活動に要する経費、老人クラブ連合会が実施す
る事業に要する経費の一部を負担する・・・」

32ページ
「事業目的」の上から6行目

「・・・その他付録老人が自主的かつ・・・」 「・・・その他広く老人が自主的かつ・・・」

33ページ
表「老人クラブ運営費助成実施
状況」の1段目

「助成金額」 「助成月額」

37ページ
円グラフ「財源内訳」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「0%」を削除

37ページ
「課題」の上から2行目

「・・・、23年度では5.28倍と･･･」 「・・・、23年度では5.97倍と･･･」

東村山商工会
事業者数
1,648人

加入事業者に対して、経営の相談、技術的・専門
的指導、記帳・決算・税金の相談、知的財産の活
用支援、多様な融資の斡旋指導等。また、年金、
保険、補償制度を設けている。

東村山市商工会
会員

事業者数
1,648人

地域小規模事業者に対して、経営の相談、技術
的・専門的指導、記帳・決算・税金の相談、知的
財産の活用支援、多様な融資の斡旋指導等。ま
た、年金、保険、補償制度を設けている。
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